
 
広
島
県
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
） 

事

業

者

の

氏

名 
広
島
ガ
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

社
長
執
行
役
員 

田
村 

興

造 

事

業

者

の

住

所 

広
島
市
南
区
皆
実
町
二
丁
目
七
番
一
号 

二 

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模
並
び
に
対
象
事
業
実
施
区
域 

対
象
事
業
の
名
称 

海
田
バ
イ
オ
マ
ス
混
焼
発
電
所
建
設
計
画 

対
象
事
業
の
種
類 

火
力
発
電
所
の
設
置
の
事
業 

対
象
事
業
の
規
模 

一
一
二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

対
象
事
業
実
施
区
域 

安
芸
郡
海
田
町
明
神
町
二
番
一
一
八
号 

三 

関
係
地
域
の
範
囲
及
び
そ
の
範
囲
が
属
す
る
市
町 

 
 

広
島
市
南
区
月
見
町
、
堀
越
の
一
部
、
向
洋
沖
町
の
一
部
、
向
洋
新
町
の
一
部
、
広
島
市
安
芸
区
矢
野

新
町
の
一
部
、
矢
野
町
、
矢
野
東
の
一
部
、
矢
野
西
の
一
部
、
船
越
の
一
部
、
船
越
南
、
安
芸
郡
海
田
町

曙
町
の
一
部
、
稲
荷
町
の
一
部
、
窪
町
、
寿
町
、
栄
町
、
昭
和
中
町
の
一
部
、
昭
和
町
の
一
部
、
新
町
の

一
部
、
大
正
町
、
月
見
町
の
一
部
、
つ
く
も
町
、
中
店
の
一
部
、
西
明
神
町
、
日
の
出
町
、
堀
川
町
、
南

昭
和
町
、
南
大
正
町
、
南
つ
く
も
町
、
南
堀
川
町
、
南
本
町
の
一
部
、
南
明
神
町
、
明
神
町
、
安
芸
郡
坂

町
北
新
地
の
一
部 

四 

環
境
影
響
評
価
書
及
び
要
約
書
の
写
し
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間 

 

１ 

場
所 

 
 

㈠ 

広
島
県
環
境
県
民
局
環
境
保
全
課 

 
 

 
 

㈡ 

広
島
市
環
境
局
環
境
保
全
課 

 
 
 
 
 
 

 
 

㈢ 

広
島
市
安
芸
区
役
所
市
民
部
区
政
調
整
課 

 
 

㈣ 

海
田
町
総
務
部
生
活
安
全
課 

 
 

 
 

㈤ 

坂
町
民
生
部
環
境
防
災
課 

 

 
 

㈥ 

広
島
市
青
崎
公
民
館 

 
 

㈦ 

広
島
市
矢
野
公
民
館 

 

２ 

期
間 

 
 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で 



 
３ 

時
間 

 
 
 

広
島
県
庁
、
広
島
市
役
所
、
安
芸
区
役
所
、
海
田
町
役
場
及
び
坂
町
役
場
は
八
時
三
十
分
か
ら
十
七

時
十
五
分
ま
で
、
青
崎
公
民
館
及
び
矢
野
公
民
館
は
八
時
三
十
分
か
ら
二
十
二
時
ま
で
。 

 


